
おわりに   

健康寿命の更なる延仲やく＝吉の質の向上を実現し、元気で明るい高齢社会を築くために  

は、とりわけ青壮年期における健康管理への支援が重要であり、この間に地域及び職域で  

行われる保健事業を連携して′実施することの重要性が高ま1）てきている。地域・職域がこ  

れまで独立して実施してきた保健事業を連携して行うということは、単に足りないところ  

を補完しあうというだけの意義ではなく、ともすれば健康のことは．二の次、二の次になり  

がちな働き盛りの世代に、健康に対する関心を高めることができ、さらには、家族ぐるみ  

の健康管矧こより子ども世代に好影響を及ぼすことや、健康なまちづくりのための大きな  

原動力となることが期待できよう。また、退職時における継続的な健康管理に資すること  

はもとより、地域社会活動への参画を容易にし、明るく生きがいのある高齢社会の構築に  

寄与できる可能性を秘めているし）   

医療制度改革を踏まえ、平成20年度より生活習慣病予防のための特定健診・特定保健  

指導が医療保険者により実施されることとなる。保険者協議会においては、特定健診・特  

定保健指導データとレセプトデータの分析や各医療保険者による健診・保健指導に関する  

実施体制に係る検討が行われる。   

地域・職域連携推進協議会においては、保険者協議会との連携を掛こし、ハイリスクア  

プローチとポピュレ…ションアブローーチを統合し推進していくことにより、国民が生き生  

きと元気に暮らせるよう健康づくりを推進していくことが期待される。また、そのために  

は、生活習慣病のみでなく、メンタルヘルス、自殺予防など、幅広い健康問題について個々  

だけでなく家族を捉えた対応を行い、地域全体の環境を整備していくことが望まれる．〕   

このガイドラインを参考にしていただき、まずは圏内の関係機関と相引こ有する健康情  

報や保健事業等の情報交換により地域・職域の健康課題についてげ）認識を共有化すること  

からはじめ、健康意識調査やフォーラムの共同開催など、実現可能なところから一歩一歩  

連携事業を進めていただきたい。さらに、長期的な視点をもって連携事業を推進し、生涯  

を通じた健康／うくりや生活習慣病の予防といった、重要かつ困難な課題に立ち向かってい  

ただくことを強く期待するものである。  
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参考資料  

1．平成15年度地域≡職域連携共同モデル事業の概要  

1） 事業の目的  

地域・職域連携共同モデル事業（以下「モデル事業」という）の目的は、協議会を   

設置し、健康教育等の保健事業を相互に活用及び共同で実施する上での問題点等を把   

握し、今後の地域・職域連携による保健事業の相互活用や共同実施の在り方を考察す  

ることとしていたところである。  

2） モデル事業の実施地域   

モデル事業の実施地域は、概ね2次医療圏を範囲としており、大部分の住民の住居   

から職場への移動が実施地域の範囲内となる地域を対象としている。このため、事業   

所の従業員が概ね同一地域内に居住し、連携保健活動に積極的な参加が得られる市町   

村及び事業所を複数有する地域であることを条件に募集し、平成15年度においては、   

北海道、山形県、福島県、富山県、岐阜県、愛知県、三重県、山口県、高知県の9道   

県において実施した。  

3） モデル事業の内容   

事業内容については、次ページ以降の地域・職域連携共同モデル事業実施状況に   

一覧にして掲載しているので、参照されたい。  
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自治体名  

2次医療圏または保健所  中部厚生センター  岐阜地域保健所  半田保健所・美浜支所、知多保健所  

事業実施地域総人口  396，939人（平成14年10月1日現在）  34，208人   579，478人  
i草葉実施市町村   l滑川市   u   」羽島市、各務原市   葦半田市、常滑市、東海市、大府市、知多f  

羽島郡（岐南町、川島町、笠松町、柳津町）  東浦町、南知多町、美浜町、武豊計‾   

瑞穂市、本巣市、本巣郡北方町、山県市  

事業実施地域内の事業  18，665ケ所（平成15年2月1日現在）   23，443ケ所 226，352人  面   
所、労働者数   対象従業員数：3，695人  

デル事業実施の目的  地域保健と職域保健の関係者による職域における健康  「健康日本21」を推進するため、岐阜県でも「ヘルスプ  平成14年度に実施した地域・職域連携共  

づくり推進事業連絡会を設置し、職域保健を中心とし  ランぎふ2ユ」を策定し、その強化策として「健康障害半  の継続事業として、地域・職域連携推進協喜  

た健康づくりや健康管理の実態を把握すると同時に、  減計画」を打ち出した。この計画を推進するため、地域・  健康教育等の保健事業を相互に活用及び  

健康問題や課題を共有し、連携を図りながら、健康づ  職域の健康／うくり・健康管理の実態を把握し、岐阜地域  るため、モデル事業所における連携事業の  

くり支援体制の構築を図ること   の健康課題「健診の推進」「たばこ対策」「食生活・栄養」  づき、問題点等を把握し、今後の地域・職  

「健康づくりのための運動の促進」を中心に、効果的・  

効率的な活動を普及啓発するとともに、地域と職域の連  

携を軌こすることにより、地域の保健医療資源の有効活  

用を回り、地域全体の自主的な健康づくり活動を支援す  

る。   

地域職域連携推進協議会  中部厚生センターに設置（職域にお吐息塵塵二iL旦堕  岐＿地域保健所に設置   地域：保健所、市町村   

Fの設置場所、参加機関 き  
地域保健：地域保健所、市町村（保健、国保）   職域：労働基準監督署、地域産業保健セン  

地域：中部厚生センター（保健所）、滑川市健康づくり担  職域保障：産業保健推進センター、労働基準監督署、商  議所、商工会、国民健康保険組合連合会  

その他：医師会、歯科医師会、学識経験者  
ンティア連絡協議会   当係、滑川市健康づくり推進協議会委員、健康づくりボラ  工会議所、社会保険事務所       その他：医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、栄  関   職域：魚津地域産業保健センタ 

ー、滑川市商工会議所、滑川  養上会、食生活改善協議会、食品衛生協会、老人クラブ  

市商工会議所中小企業相談所、事業所、検診事業所代表  連合会、PTA連合会、保育研究協議会、生活学校、社  

その他：滑川市医師会、県栄養士会、富山医科薬科大学  会福祉協議会、教育振興事務所、福祉事務所   

地域職域連携推進協議会  ① 平成15年7月：職域における推進事業について、企業  ①平成15年9月：「健康障害半減計画」の概要、「健康時  ①平成15年12月：連携についての具体策   
【酬祝 における健康づくりの実態調査の実施について   害半減計画」に関する保健所実施事業（圏内の健康  モデル地区での実践について、ワーキン  

② 平成15年11月：企業における健康づくりの実態調  指標他）について   討内容について  

査の結果報告、実態調査結果に基づく健康づくり施  ②平成16年3月：「健康障害半減計画」に関する保健所  e）平成16年3月：モテル事業所の取組のま   策の展開について  実施事業（調査結果他）に 
策の展開について   

ついて、各団体の健康づ  の内容について、来年度の取組に／ついて   （3平成16年3月二企業における健康づくり実態調査の  ③ワーキンググループ：計5回実施   

結果報告、地域・職域における健康づくり施策の今 後の取組について   

共同モデル事業  

議会を開催し、  
共同で実施す  

実施状況に基  

敵城連携  

ンター、商工会  

者、健康増進機  

の進捗状況、  
ダブループ検   

とめ、報告書   

他  

査の結果報告、実態調査結果に基づく健康づくり施  ’②平成16年3月：「健康障害半減計画」に関する保健所  ■e）平成16年3月：モテル事業所の取組のヨ  

くり事業の取組について                             実施事業（調査結果他）について、各団体の健康づ  の内容について、来年度の取組に／つい▼て    1③   
後の取組について   

ワーキンググループ設置  ・設置あり   ・設置なし   ・設置あり   

の有無   職域における健康一うくり推進事業検討部会  
ついて  ③ワーキンググループ：計5回実施  

地域・職域ワーキンググループ   

事業内容   ・企業における健康づくり実態調査の実施   ・地域における分煙推進状況調査   ・実態調査  
■健康教育（ヘルスアップカレッジ）の実施   ・ネットワークづくり事業   ・南知多町プラスチック工業団地での実置  

・健康推進施設マッ■プの作成   ・南知多産業まつり、健康相談コーーナー  
・食品衛生責任者講習会参加者の検診受診行動と健康行  ・朝の目覚めの体操作成  

覿（調査）   ・地域・職域連携推進後援会  

・特色ある健康づくり事業実施事業所の資料作成   ・簡易チェノクと健康日本21あいち計画推進  
・地域。職域ワーキンググループ  



自治体名   三重県   山口県   高知県  

四日市保健所   防府健康福祉センター（防府環境保健所）   東部保健所   

事業実施地域総人口   3Gl，1001人   125，136人   42．384人   

四日市市、菰野町、楠町、朝日町、川越町   防府市、徳地町   北川村、安芸市、室戸市   

事業実施地域内の事業  地域：四日市市、菰野町、楠町、朝日町、川越町   5，934ケ所  50，618人   事業実施市町村  対象事業所数 3事業所（9ユ人）   

所、労働者数   職域：八千代工業 他8ケ所   （平成13年事業所∵企業統計調査〕   室戸市（健康まつり参加者）  

その他：幼稚園等教育機関  

が健康づくりの支援サー∴ビスを地域・職域を問わず利  域・職域連携による、小規模事業所等を対象とした効率  保健資源を活用し、寝業医等のいない小規模事業所の健  

康づくり支援対策を実践することにより、生涯を通じた  

構築し普及させる  健康づくりを推進するc  

地域職域連携推  四日市保健所に設置   防府健康福祉センター（防府環境保健所）に設置   東部保健所に設置   

の設置場所、参加機関  地域∴匹日市市保健センター、菰野町保健センター、  地域二健康福祉センター（保健所）、市町村   

「モデル事業実施 n L  生涯にわたり、いかなる立場・条件であっても、個人  生涯を通じた継続的な健康づくりの推進を図るため、地  地域保健と職域保健関係者が連携することにより、地域          用でき、その情報が職域・地域で共有できる仕組みを  的・効果的な保健事業をモデル的に実施する。  
四日市保健所   職域：地域産業保健センター、商工会議所、商工会、事  健主幹課長  

職域二四日市市商工会議所、四日市市産業保健センタ  業所、労働基準監督署、社会保険事務局   ＿＿」                地域：健康福祉センター（保健所）．管内9市町村の保                織域：安芸・香美地域産業保健センター、商工会議所、  
貞  

商工会、事業所、安芸労働基準監督署、ヒ佐あき農協  

業財団三重県支部  大字看護学部  J  

その他：四日市市教育委員会学校保健課  

地域職域連携推進協議会  第1回：「私の健康手帳」活用及び評価の方向性につい  ①平成15年8月  
の運営状況  診断サービス事業、補助金制度等  

て 第2回：「私の健康手帳」の修正、普及及び評価につい  

．  

由  的な健康づくり対策について、来年度の取組につい  

て  

④作業部会：計10回  
ワーキングブル  ・設置なL   

！ ‖ l         ー   ①平成15年7月 講演、協議内容：広報活働、環境  
・事業所における健康づくり研修会  ・たばこ対策に関する指導  
・健康づくりに関する普及啓発  ・騒音対策に関する指導  
・共同保健事業“出前”元気な職場づくりの実施  ・腰痛予防に関する指導  

・地域職域連携推進協議会 作業部会  ・飲酒についての指導  

・広報活動（ちらしの作成）  

∽
∽
 
 
 



2．平成15年度地域・職域連携共同モデル事業における協議会の関係機関例  

都道府県協議会  2次医療圏協議会  

地  
都道府県担当課   保健所  

域   市町村  等   

保         市町村   
健  

等  

事業所の代表  

社会保険事務局  
事業所  

社会保険事務所  
社会保険健康事業財団都道府県支部  

労働基準監督署  

職     労働局  
地域産業保健センター  

域  産業保健推進センター   
国民健康保険組合  

保  健康保険組合連合会   

健  共済組合連合会  
健康保険組合  

共済組合  
商工会議所・商工会連合会  

商工会議所・商工会  
農業・漁業組合連合会等  等   

農業・漁業組合等 等  

医療機関（健診機関等）  
医療機関（健診機関等）  

郡市医師会  

そ  
労働衛生機関（予防医学協会等）  

郡市歯科医師会   

の  
国民健康保険団体連合会  

都道府県薬剤師会地区支部   

他  
都道府県医師会  

都道府県看護協会地区支部   

関  
都道府県歯科医師会  

都道府県栄養士会地区支部   
都道府県薬剤師会  

係  
都道府県看護協会  

住民代表   

機  
都道府県栄養士会  

就業者代表   

関  食生活推進協議会  
社会保険協会  

大学・研究機関 
大学・研究機関  等   

等  
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◎地域保健  

○ 保健所  

対人保健サービスのうち、広域的に行うべきサービス、専門的サービス、多種の保健   

医療職種によるチームワークを要するサービス、対物保健等を実施する。また、市町村   

が行う保健サービスに対し、必要な技術的援助を行う。  

○ 市町村  

母子保健事業、老人保健事業、健康増進、予防接種等の地域住民に密着した身近で利   

用頻度の高い保健サービスを実施する。  
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◎職域保健  

○ 社会保険事務局・社会保険事務所  

励由／P．I瞼 「自‾′ト仁FAノP．瞼I丁目目「卜Z、E≡り」 士・R手水†〒1E己fFAJT巳月Jトス土日手水生え′クキ／「で1′＼7、      レミEノ．甘くlノ†＼1クくヽ ノ子－⊥T．さ1⊥lノ↑＼lグこt Jl：六」 フ ’hノ／ロコ＝、1ト＝セヘヽlこ±ヨ⊥一＼JTゝL†－Iフq フ  nノ ーHl」ノ＼TT‾（⊥1」 ハ ー  nノ0  

○ 財団法人社会保険健康事業財団  

健康保倹、厚生年金保険、船員保険及び国民年金被保険者等の健康の保持増進ならび   

に福祉の増進に資するため、被保険者に対する健康診査の普及推進、健康増進のための   

施設等の運営、健康意識の高揚のための啓発普及活動などを行う。各県単位に支部があ   

る。  

○ 都道府県産業保健推進センター  

産業医、産業看護職、衛生管理者等の産業保健関係者を支援するとともに、事業者等   

に対し職場の健康管理への啓発を行うことを目的として設置。  

研修、情報提供、窓口相談・実施相談、地域産業保健センターの支援、広報・啓発、   

調査研究、助成金の支給などを行う。  

○ 地域産業保健センター  

産業医選任義務のない就業者数50人未満の′ト規模事業場の事業者とそこで働く就業   

者に対し、産業保健サービスを提供することを目的に設置。  

健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関す   

ることなどの健康相談窓口の開設や、対象事業場への個別訪問による産業保健指導の実   

施、産業保健情報の提供等を行う。  

○ 労働局・労働基準監督署  

労働局では、労働時間の短縮をはじめとした労働条件の確保・改善、就業者の安全と   

健康の確保、的確な労災補償の実施などの諸対策を進めるとともに、勤労者生活の充実   

のための総合的な対策を推進している。  

労働基準監督署では、事業場に対する監督指導、重大・悪質な法違反事案等について   

の司法処分、事業者等から提出される許認可申請、届出等の処理、申告・相談等に対す   

る対応、生産設備の安全性の検査、災害調査・統計調査の実施、労災保険の給付などを   

イ丁つ。  

○ 国民健康保険組合  

国民健康保険組合とは、同種の事業または業務に従事する看であって、組合が定める   

地域内に住所を有している者を組合員として組織したものである。  
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○ 健康保険組合  

健康保険組合は、その組合員である被保険者の健康保険を管掌し、単一の企業で設立   

する組合、同種同業の企業が合同で設立する健康保険組合などがあり、健康保険法で定   

められた保険給付（法定給付）や保健福祉事業を行うほか、一定の範囲で附加給付を行   

うことができるなど、自主的な事業の運営を行うことができる。  
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○ 商工会議所・商工会  

地域の事業者が業種に関わりなく会員となり、お互いの事業の発展や地域の発展のた   

めに総合的な活動を行う団体で、国や都道府県の小規模企業施策（経営改善普及事業）   

等の様々な中小企業施策も実施している。 また、商工会議所では、地域の総合経済団体   

として、中小企業支援のみならず、国際的な活動を含めた幅広い事業を実施している。  

◎その他の関係機関  

○ 国民健康保険団体連合会  

国民健康保険団体連合会（通称：国保連合会）とは、国民健康保険の保険者が共同し   

て、その目的達成のための事業を行うために設立された公法人で、診療報酬ならびに介   

護給付費の審査支払事務が主な業務である。この他に介護保険の苦情処理業務、保険者   

事務の共同処理事業等を実施している。  

3．平成15年度地域・職域連携共同モデル事業例   

本事業例は、平成15年度に実施した地域・職域連携共同モデル事業から、モデル自  

治体毎に1つずつ事業を選定し掲載するものである。なお、選定に際しては、今後、連  

携事業に取り組む自治体の参考となるよう、事業内容が偏らないようにした。  

モデル事業実施自治体   事  業  名   

北 海 道   ・美唄市における事業所の健康管理に関する調査   

山 形 県   ・地域・職域連携推進フォーラム   

福 島 県   ・実務者の研修会（働きざかりの健康づくり研修会）   

富 山 県   ・出前健康教室   

岐 阜 県   ・特色ある健康づくり事業実施事業所の資料作成   

愛 知 県   ・南知多産業まつり 健康相談コーナー   

三 重 県   ・FD“私の健康手帳”の作成   

山 口 県   ・防府管内地域職域連携保健事業計画の策定   

高 知 県   ・たばこ対策に関する指導   

り
一
I
l
一
一
“
車
T
－
1
才
〃
い
 
 
 

42  



美唄市における事業所の健康管理に関する調査（北海道）  

u  い、課題を明確にし、各関係機関の役割と今後の方向性を検討するl  

上で参考とする。   

D計画   ○計画する上で、とくに重視したこと  

・実態調査の内容の検討  

（事前に送付し、保健指導部会メンバーで協議して作成した）  

○計画立案の主体  

・ 保健所保健師   

D実施   ○事業の内容  

調査対象：平成15年度美唄商工会議所に加入している事業所717  

ケ所の内、事業者のみの事業所を除いた581ケ所とその従業員  

1．719人  

・調査期間：平成15年10月3日～10月24日  

調査方法：郵送によるアンケート  

・調査内容：定期健康診断実施状況、健康づくりに関する実態、関  

係機関に要望する支援など  

○実際に関わった人的資源  

保健所事務職、保健師、美唄市保健師、保健福祉部主任技師  

○実施上の工夫  

回答しやすい調査票となるよう、検討を重ねた。  

・従業員の意見が反映されるよう、個人毎に返信用封筒を配布し  

た。   

結果から得  ○従業員の健康状態   

ヒ課題   ・40代、50代での生活習慣病発症が多い。  

○小規模な事業所では定期健康診断未実施のところが多く、事業者  

は、健診受診を個人にまかせているところもある。しかし従業員は  

健診を実施して欲しいという要望が強い。  

○従業員の定期健康診断・健診事後  

・定期健診未受診者の多くは、自覚症状がないので受診しないと回  

答しているが、生活習慣病の発症が多いことから、生活習慣病に関  

する学習が必要。また、健診結果で異常がある人への対応は、個人  

の意志にまかせていると回答しており、従業員が精密健診を受けや  

すい体制づくりについて、事業者の意識を変える働きかけが必要。  

○腰痛対策や心の健康に関する課題が多い。  

○喫煙対策  

自由に吸えると回答した事業所が5割を超えており、喫煙対策は  

充分に推進されていない。   
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地域・職域連携推進フォーラム （山形県）  

重堂の書＋画 T一′l、‾′－1■■■   0計画で重視した点  

・連絡協議会で説明し、合意を得る。  

地域・職域連携の必要性t具体的連携方法を関係者に理解しても  

らえる内容にする。  

小規模事業所でも健康管理を充実できることを事例を通して認識  

してもらう。  

○計画立案の主体  

保健所保健企画課・地域保健予防課の事務職、保健師、栄養士、  

医師会産業医代表   

事業の実施   ○事業の内容  

基調講演「山形県における事業所の健康管理状況」  

・講演「小規模事業所に対する包括的な産業保健サービスの展開」  

シンポジウム「地域保健・職域保健の連携を推進するために」  

○人的資源  

・労働基準監督署・産業保健推進センター・地域産業保健センター・  

市町村・医師会・大学■商工会議所・商工会・検診機関・  

保健所等職員・高知大学医学部教授■管内の企業  

○対象者  

・連絡協議会の構成員  

・健康意識実態調査の協力事業所を中心にした管内の企業  

○実施上の工夫  

・連絡協言義会で説明し、合意を得た。  
・連携の必要性・具体的連携方法を関係者に理解してもらえるよう  

基調講演とシンポジウムという内容にした。  

・産業医に相談し、小規模事業所で健康管理を組織的に実践してい  
る事例を紹介してもらった。  
商工会・商工会議所から、管内の企業に対してフォーラム開催を  

PRしてもらった。   
評 価   ○参加者  

・参加した企業及び協議会構成員に対しての意識づけになった。  

・新聞掲載等により、一般住民に対する事業の告知ができた。  

○事業所  

・平成16年度の事業継続への意識高揚につながった。  

○保健所  

・小規模事業所に産業保健活動を提供するのは、地域産業保健センタ  

ーであるが、人的資源面■予算面で不十分だった。  

・小規模事業所の業種や形態■組織に応じた健康づくり対策が必要で  

ある。それぞれの業種や形態・組織の健康ニーズは何かをきちんと  

把握していくことが大切である。  
・小規模事業所で産業保健活動を維持していくための方策を検討し  

ていく必要がある。   

継続性   ○モデル事業終了後も継続する。  
○職域におけるメンタルヘルス対策に対するニーズが高いことから平  

成16～17年度「職域保健と連携した心の健康づくりモデル事業」  
を予算化した。  

○県単独予算として、平成16～17年度予算を確保。  

○人的資源は平成15年度と同様。   
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実務者の研修会（働きざかりの健康づくり研修会）（福島県）  

ニーズl  ○中小事業所では、健康診断後の事後指導等の健康管理の必要性は感l  
じているが、十分な対応ができない状況にある。  

○具体的な事業所の健康管理の取組について知りたい。   

○計画する上で重視した点  

・事業所における健康管理、職場環境の整備の必要性を事業者に理解  
してもらい、健康づくりの取組みの動機付けとする。  

・事業所において効果的な健康講座を開催するための方法を市町村  
及び、職域保健の保健師等が習得できるようにする。  

○計画立案の主体  

・保健福祉事務所の担当保健師  

○事業の内容  

・基調講演、実践報告、職場の健康づくりの意見交換、講義、演習  
○人的資源  

・保健福祉事務所保健師、大学教授、  
福島県労働基準協会アドバイザー、事業所衛生管理担当者  

○対象者  

・県北保健福祉事務所管内の各事業所  
（企業経営者、衛生管理者、安全衛生担当者）  

・管内市町村保健事業担当者（保健師等）  
・産業保健関係者  

○実施上の工夫  

・事業所の取組について、具体的に報告してもらい、最後に意見交換  
の時間を設け、事業所の意識付けをはかる。  

○指導者に対する研修を実施した。  

○参加者  

・企業における健康づくりの取組み方法を聞き、参考になった。ただ  
し、中小事業所では、時間も余裕もなく、すぐに取り入れることは  
難しいと思われる。  

・職域保健と地域保健の担当者の合同研修はお互いの情報を共有す  
る機会となり、連携推進につながった。  

○事業所  

・大規模の事業所だけでなく、中小事業所における健康づくりの取組  
みについて聞きたいという要望あり。  

・職場の健康づくり（一次予防の視点）の重要性が理解できた。  
○保健所  

・事業所担当者の出席が少なく、地域及び職域の保健担当者の方が多  
かったので、事業所が参加しやすい研修会の工夫が必要。（中小事  
某所では、時間的余裕もなく研修会等に出席するのも難しい）  

・保健福祉事務所主導の研修会の企画運営だったので、企画段階から  
職域保健担当者と共同で進めた方が良かった。  

・中小事業所では、健康診断は実施しているが、健康づくり活動まで  
は辛が回らない状況である  

○予算の確保  

・生活習慣病予防啓発事業等の予算を活用する  
○人的資源  

・地域保健及び職域保健の関係機関の担当者  
・研修内容に応じた講師その他   
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出前健康教室 （富山県）  

l牡域からのニーズ  ・生活習慣病についての正しい知識を得たい。  

・地域の健康に関する情報を得たい。   

事業の計画   ○計画するうえで重視した点  

・職域の方が参加しやすい時間帯に実施すること  

・対象の特性を理解した適切な講師や内容の設定  

○職域からのニーズを満たした計画を作成した  

○計画立案の主体  

・滑川市民健康センター所長、管理栄養士、保健師・  
中部厚生センター保健予防課長、企画管理課企画調整班長、  

管理栄養士   

事業の実施   ○事業の内容  

・肝臓元気講座  

・からだ健康講座  

t 腰痛予防講座腰痛と肩こりの予防と対策  

・糖尿病予防講座  

○人的資源  

・滑川市民健康センター保健師、管理栄養士  

・中部厚生センター保健師、管理栄養士  

○対象者  

・滑川市内の企業に勤務する者、安全衛生管理者、衛生管埋者  
○実施上のエ夫  

・講師に対象の理解をしてもらうための打ち合わせを密にする。  

・対象者の要望を組み入れる。  

（例：個別相談や腰痛予防講座における実践等）  

○指導者に対する研修を実施  

○実施上の問題点  

・安全衛生管理者等の健康管理スタッフの参加が少なかった。  

・冬に実施した為、大雪となり、参加者が大変であった。   
評価   

○参加者  

・医師による講義の後、希望者に個別相談を実施した為、参加者の満  
足度は高かった。  

○事業所  

・継続してほしいという要望が多かった。  

・参加した衛生管理者を通じて、健康づくりについての情報が伝わっ  

たと考える。  

○保健所  

・健康教室の開催の案内を一口メモのようして、従業員にも配布すれ  

ばよかったと思う。  

・参加者の利便性を図るために、企業に出向いての教室開催の必要  
性。   

継続性   ○モデル事業終了後も継続する  

○予算の確保  

・中部厚生センターの職域における健康づくり推進事業の予算と滑  

川市の健康づくりの予算で対応  

○人的資源  

・モデル事業に携わった職員を中心に実施  
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南知多町産業まつり 健康相談コーナー （愛知県）  

・健診後の事後指導の場の確保  

・地域産業保健センターの認知度の拡大   

○計画する上で重視したこと   

・健診後の事後指導の場の確保   
・新たな事業を立ち上げるのではなく、既存の行事を利用   
・職域保健と地域保健が連携して実施   

○満たせなかった要求   

・健康診断後の事後指導の場の確保について定着させたかったが、事   
前に意思統一をするための話し合いを持たなかったので、こちらの   
意図が上手く伝わらなかった。   

○計画立案の主体   

・企画調整担当の保健師、美浜支所保健師   
・プラスチック団地の経営者の方々   

・南知多町保健師   

○事業の内容   

・知多地域産業保健センターによる健康診断の事後指導   
・知多地域産業保健センターのPR   
・健康相談、歯科相談、ニコチンパッチ、アルコール診断、食生活診   

断、住環境アンケート   
○人的資源   

・知多地域産業保健センター…医師、事務職   
・南知多町・・・事務職、保健師、看護師、食生活改善推進員、   
・保健所・・・所長、歯科医師、歯科衛生士、栄養士、環境衛生監視員、   

精神福祉相談員、保健師、事務職   
○周知方法   

・保健所でチラシを作成し、商工会から対象に配布。   
○実施上のエ夫   

・産業まつりで健診後の事後指導の場を設定するため、プライバシー   
を守るエ夫をした。   

・産業まつりに参加し、健康意識を広げることは成功したが、一番の   
目的であった事後指導については、健診結果を持って事後指導に来   
る方が非常に少なかった（連絡等が上手くいっていなかった）。   

○参加者   

・産業まつり終了後、実施しての評価と今後どのようにして取り組ん   
でいくか会議を持った。   

○事業所   

・企画に入ってもらった。   
・産業まつりでも積極的参加があった。   

○南知多町は継続を要望   

○保健所   

・事後指導については健診結果を持って事後指導に来る方が非常に   
少なかった。商工会や各事業所への連絡を事前につめておくべきで   
あった。   

・管内10市町で産業まつりを実施しているため、中小企業の事後指   
導の場として、産業まつりを利用していくことも考えている。今年   
度は、上手くいかなかったところを修正し、形として残していきた   
い。今後は地域産業保健センターが主体的に動いていいただけるよ   
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FD’’私の健康手帳“の作成 （三重県）  

ニーズ   ○総合計画「ヘルシーピープルみえ・21」の「ヘルピー活性化会議」  

の中で「ヘルピー小委員会」を立ち上げ、生涯を通じて健康情報を  

管理するための“私の健康手帳”の検討が始まった   

事業の実施   ○事業の内容  

・生涯にわたる健康情報の管理を目的にした“私の健康手帳”の作  

成、活用、評価  

○人的資源  

協議会メンバーで検討   

評価   ○活用のための関係機関の連携が必要となるが、この部分での合意形  

成を図るには、さらにメンバーの組み替えが必要   

継続性   ○管内保健師研修会で「地域一職域保健の連携」をテーマに話し合い  

を繰り返し、連携の具体策を検討している  L
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防府管内地域職域連携保健事業計画の策定 （山口県）  

lO計画で重視した点   

・事業所に分かりやすくする   
〇  

事 
と 

○満たせなかった要求   

・当計画書は協議会、作業部   
結果によるニーズ等が基礎   
の会議やアンケート調査等   

い。   

○計画立案の主体   

作業部会   

○事業の内容   

・職域保健と地域保健の説明   
事業の取組紹介、連携推進   
等、これからの方向 等   

○人的資源   

・推進協議会及び作業部会   
○対象者   

・事業所（住民）   

○実施上のエ夫   

ー 

るよう心がけた。   

○参加者   

・計画書の中で、各事業毎に   
評価に関する変化は、今後   

○事業所   

・商工会議所、商工会では「1   
との認識が高くなり、継続   

・モデル的に取り組んだこと   
かけづくりとなった。   

○保健所   

の 

ある。   

・今後は、事業所によかれと   
事業所の立場に立って、共   
いる。   

・管内目標として、次の目標   
小目標  健康への関心   

防 
大目標  いきいきと   

○事業を継続の具体的方策   

す 
れながら修正して行く。   

○人的資源   

協議会の推進体制による。   

○社会経済情勢の変化等にあわ   

ため、正確、的確、簡潔、平易なもの   

業取組みのPRを兼ねた計画書と報  
した。   

会の意見や事業所へのアンケート調査  
となっているが、このような行政主導  
からだけでは真のニーズは確認できな  

事業の実施  

、連携の必要性、管内の状況、モデル  
の課題、問題点、効果的、効率的な点  

、図を多くし、文章は簡潔、明瞭とな  

参加者の意見を記載した。  
の取組の中から確認していく。  

問題は大切なテーマの1つである」  

していくこととなった。  

により、健康に対する意識改革のきっ  

であったが、真の取組みはこれからで  

して一方的に決めることのないよう、  
こ考えていく姿勢でのぞむこととして  

を設定した  

を高めよう  

の推進  

活力あるまちづくり  

る必要があり、事業所の意見を取り入  

せて見直し等を検討する。  
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たばこ対策に関する指導 （高知県）  

1職域からのニーズl  ○職域からのニーズ  l  

＊ 3つの事業所で実施したので、それぞれについて記載する  

A事業所  

・平成14年度に実施した調査の結果、喫煙者が多く、その7割が  

禁煙を希望していた。  

・受動喫煙対策がなされていなかった。  

針参某所  

・事業所側は体力測定のみを希望していたが、職場訪問時受動喫  

煙対策が不十分であることが判明した。  

C事業所  

・以前実施した職場環境診断で、受動喫煙防止対策を講じるよう  

提言を行ったが、改善が認められないため、就業者への健康教  

育が必要と判断した。   

事業の計画   ○計画で重視した点  

・3事業所ともに、受動喫煙防止対策の理解を主目標にした。  

○職域からのニーズを満たした計画を作成した  

○満たせなかった要求  

・継続した関わりを行えなかったことや、ひとつの事業所について  

は衛生管理者のみへのアプローチに留まったことが原因と考え  

られた（今後就業者へのアプローチも考えている）。  

○計画立案の主体  

・保健所長（医師）高知大学医学部公衆衛生学教室（医師）  

保健所スタッフ（保健師・事務職・医師）   

事業の実施   ○事業の内容  

A事業所・集団での健康教育（受動喫煙が主。1年間の定期的確認  

とフォロー、指導）  

▲個別禁煙指導  

B事業所・職場環境診断とそれに基づいた提言  

C事業所・集団での健康教育（受動喫煙が主）  

○人的資源  

A事業所・村の保健師、保健所  

B事業所 一大学公衆衛生学教室、保健所、県庁担当課  

C事業所・保健所  

・
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○対象者  

・A事業所：受動喫煙防止対策は全員、禁煙支援は希望する者。  

D 車＃ 亡  l翌＋毎号仝  のJ  ・B事業所：環境診断の実施  

・C事業所：全員。  

○実施上の工夫  

・A■C事業所：講義だけでなく  

・B事業所：威圧的でない、実玉  

○実施上の課題  

－ B事業所二環境診断日に就業∃  

の把握ができなかった。  

○参加者  

A事業所  

・事務所内や移動バス内での分  

・個別の禁煙指導希望者4名の  

・自ら禁煙したという就業者も  

B事業所  

・平成15年度は環境調査のみ∃  

説明した。この結果を踏まえ、  

C事業所  

・受動喫煙防止対策は徹底でき  

（健康教育1カ月後の聞き巧  

○事業所  

A事業所：事業所と村両者から今  

B・C事業所：継続の要望はない。  

○保健所  

・健康教育実施後のフォローが  

・非喫煙者の受動喫煙に対する  

○モデル事業終了後も継続する。  

○事業を継続するための具体的なプ  

・予算の確保：旅費のみの確保  

・人的資源：環境診断は専門的  

人材が必要。   

実験を併用した。  

施可能な提言にした。  

者の出張が重なり、平常の喫煙状況  

煙が徹底されつつある。  

うち1名は禁煙に成功した。  

現れた。  

を実施し、  その結果を衛生管理者に  

今後の健康教育実施につなげたい。  

ていない。  

取り調査）  

後について相談があった。  

十分にできていない。  

正しい知識の普及が重要。  

で実施可能。  

知識を要するので、アドバイザー的   
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